
［大分県教育委員会］令和８年度 大分県人権問題講師団派遣事業

◆◆◆ 派遣対象 ◆◆◆

◆◆◆ 派遣講師・講演内容について ◆◆◆

大分県人権問題講師団 令和８年度登録講師 ５５人

人権教育研修

①教育機関（幼稚園、小学校、
中学校、高等学校 等）における、
児童生徒・教職員対象の講座や
研修会

②社会教育関係団体（ＰＴＡ、高
齢者団体、女性団体 等）及び公民
館等主催の講座や研修会
※市町村事業の講座や研修会は対象外

講師を派遣します！

講師名や各講師が対応できる講演内容やテーマ等詳細については、
別紙「大分県人権問題講師団一覧」をご参照ください。
講演の形式（講義形式や参加型形式等）については、各講師に
ご相談ください。
講演を録画して他の研修会での視聴や貸出による視聴、インター
ネット上へのアップロード等の二次使用はできません。

大分県人権啓発

イメージキャラクター

こころちゃん

◆◆◆ 講師謝金・交通費について ◆◆◆

【上記 派遣対象①②の場合】
県が派遣に係る費用を負担します。主催者側の負担はありません。

※ただし、過去２年間（R7･R6）に本事業の活用実績がある場合は、
県による費用の負担ができません。
講師の紹介をいたしますので、主催者側で費用をご負担ください。

【その他の場合（市町村が主催する事業の講座や研修会の場合）】
講師の紹介のみとなります。

※主催者側で、講師派遣に係る費用をご負担ください。

【問合せ先】大分県教育委員会 人権教育・部落差別解消推進課 ℡097-506-5555
詳細はホームページに掲載中です。「大分県人権問題講師団」を検索してください。
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